
二
六
五

民
事
判
例
研
究

中
央
大
学
民
事
法
研
究
会

津
波
の
被
害
を
受
け
た
冷
蔵
倉
庫
に
寄
託
さ
れ
た
冷
凍
魚
に
関
す
る
倉
庫
業
者
の
寄
託
契
約
上
の
責
任

宮　
　

本　
　

航　
　

平

東
京
地
方
裁
判
所
平
成
二
三
年
（
ワ
）
第
二
七
四
二
八
号
、
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
平
成
二
五
年
二
月
二
一
日
判

決
、
一
部
容
認
、
一
部
棄
却LEX

/D
B

文
献
番
号
二
五
五
一
一
三
四
八

【
事
実
の
概
要
】

本
件
は
、
原
告
二
名
が
、
被
告
の
経
営
す
る
岩
手
県
釜
石
市
に
所
在
す
る
冷
蔵
倉
庫
（
以
下
、「
本
件
倉
庫
」
と
い
う
）
に
寄
託
し
た
冷
凍
魚
に
つ
い
て
、

被
告
に
対
し
て
あ
わ
せ
て
約
四
四
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
原
告
ら
の
主
張
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
は
、
原
告
Ｘ1
、
Ｘ2
が
本
件
倉
庫
に
寄
託
し
た
冷
凍
魚
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
に
同
倉
庫
が
被
災
し
、
被
告
が
被
災
後
一
か
月
以
上
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二
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六

本
件
倉
庫
か
ら
冷
凍
魚
の
搬
出
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
冷
凍
魚
が
商
品
価
値
を
失
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
以
下
、「
第
一
事
件
」
と
い
う
）。
第
二

は
、
Ｘ1
が
被
告
に
寄
託
し
た
冷
凍
魚
の
一
部
が
、
Ｘ1
に
無
断
で
別
の
倉
庫
に
再
寄
託
さ
れ
、
同
倉
庫
で
被
災
し
て
消
失
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
以
下
、

「
第
二
事
件
」
と
い
う
）。

㈠　

本
件
倉
庫
に
つ
い
て

本
件
倉
庫
は
、
二
階
建
て
の
冷
蔵
庫
で
あ
り
、
各
階
に
二
つ
ず
つ
の
冷
蔵
庫
が
あ
り
、
一
階
の
二
つ
の
冷
蔵
庫
が
一
号
冷
蔵
庫
、
二
号
冷
蔵
庫
と
、
二

階
の
二
つ
の
冷
蔵
庫
が
三
号
冷
蔵
庫
、
四
号
冷
蔵
庫
と
そ
れ
ぞ
れ
称
さ
れ
て
い
た
。

㈡　

原
告
と
被
告
の
寄
託
契
約

Ｘ1
、
Ｘ2
は
、
平
成
一
八
年
頃
、
被
告
と
の
間
で
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
に
基
づ
き
、
冷
凍
魚
を
本
件
倉
庫
に
寄
託
す
る
旨
の
合
意
を
し
た

（
以
下
、「
本
件
寄
託
契
約
」
と
い
う
）。

Ｘ1
は
、
本
件
寄
託
契
約
に
基
づ
き
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
ま
で
の
間
、
総
数
量
約
六
万
ケ
ー
ス
、
総
重
量
約
九
七
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
冷
凍
魚
を
本

件
倉
庫
に
寄
託
し
た
。
Ｘ2
も
同
様
に
、
本
件
寄
託
契
約
に
基
づ
き
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
ま
で
の
間
、
総
数
量
約
一
七
〇
〇
ケ
ー
ス
、
総
重
量
約

一
万
七
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
冷
凍
魚
を
本
件
倉
庫
に
寄
託
し
た
。

㈢　

被
告
に
よ
る
Ａ
の
倉
庫
へ
の
再
寄
託

被
告
は
、
平
成
二
二
年
八
月
二
八
日
以
降
、
Ｘ1
か
ら
寄
託
さ
れ
た
冷
凍
魚
を
Ａ
の
倉
庫
（
以
下
、
Ａ
倉
庫
と
い
う
）
に
再
寄
託
し
た
。
平
成
二
三
年
三

月
一
一
日
当
時
、
Ｘ1
か
ら
寄
託
さ
れ
た
冷
凍
魚
の
う
ち
、
ス
ケ
ソ
ウ
ダ
ラ
約
一
万
七
〇
〇
〇
ケ
ー
ス
、
総
重
量
約
二
六
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
Ａ
倉
庫
に
再
寄

託
し
て
い
た
。

㈣　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
及
び
寄
託
物
の
返
還

平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
に
よ
っ
て
、
本
件
倉
庫
一
階
部
分
が
冠
水
し
、
本
件
倉
庫
の
一
階
の
二
つ
の
冷
蔵
庫
の
密
封

ド
ア
が
破
壊
さ
れ
、
冷
蔵
庫
内
に
は
海
水
が
流
入
し
、
冷
蔵
庫
内
の
荷
物
が
崩
れ
、
一
部
の
荷
物
が
海
水
に
浸
っ
た
。
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ま
た
、
Ａ
倉
庫
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
荷
物
が
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
Ａ
倉
庫
内
に
再
寄
託
さ
れ
て
い
た
Ｘ1
の
冷
凍
魚
も

す
べ
て
喪
失
し
た
。

被
告
は
、
平
成
二
三
年
四
月
二
七
日
、
同
二
九
日
、
同
三
〇
日
、
同
年
五
月
一
一
日
に
、
Ｘ1
、
Ｘ2
の
求
め
に
応
じ
、
本
件
倉
庫
か
ら
Ｘ1
、
Ｘ2
が
寄
託
し

た
冷
凍
魚
の
搬
出
を
許
可
し
、
Ｘ1
、
Ｘ2
は
、
本
件
倉
庫
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
冷
凍
魚
を
搬
出
し
た
。
し
か
し
、
搬
出
さ
れ
る
ま
で
冷
凍
機
能
が
失
わ
れ

た
冷
蔵
庫
内
に
一
か
月
以
上
保
管
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
部
が
そ
の
商
品
価
値
を
失
っ
た
。

（
五
）　

本
件
訴
え

Ｘ1
、
Ｘ2
は
、
平
成
二
三
年
八
月
一
九
日
、
被
告
に
対
し
、
本
件
倉
庫
に
寄
託
し
た
冷
凍
魚
の
う
ち
商
品
価
値
を
失
っ
た
も
の
の
賠
償
を
求
め
て
本
件
訴

え
を
提
起
し
た
。

【
争
点
と
判
旨
】

㈠　

倉
庫
業
者
の
義
務
と
責
任

1　

法　

源

本
件
に
お
い
て
は
、
倉
庫
業
者
が
寄
託
者
に
対
し
て
負
う
義
務
と
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
倉
庫
業
者
の
義
務
と
責
任
に
関
す
る
法
源
と
し
て
、

以
下
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑴　

民　

法

倉
庫
業
者
に
よ
る
物
品
の
保
管
の
引
受
は
寄
託
契
約
で
あ
り
、
民
法
六
五
七
条
以
下
の
寄
託
契
約
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

⑵　

商　

法

倉
庫
業
者
は
商
人
で
あ
り
（
五
〇
二
条
一
〇
号
）、
商
法
五
九
三
条
以
下
の
寄
託
に
関
す
る
特
則
の
適
用
を
受
け
る
。
ま
た
、
商
法
五
九
七
条
以
下
の
倉

庫
営
業
に
関
す
る
規
定
も
適
用
さ
れ
る
。
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⑶　

倉
庫
寄
託
約
款

倉
庫
業
を
営
む
た
め
に
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
倉
庫
業
法
三
条
）。
そ
し
て
、
登
録
を
受
け
た
倉
庫
業
者
は
、
倉
庫
寄
託

約
款
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
倉
庫
業
法
八
条
）。
約
款
に
関
し
て
は
、
国
土
交
通
省
が
い
く
つ
か
の
標
準
約
款
を
定
め

て
い
る）
1
（

。
ほ
と
ん
ど
の
倉
庫
業
者
が
、
こ
れ
ら
の
標
準
約
款
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
約
款
を
届
け
出
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り）
2
（

、
本
件
に
お
け
る
被
告
の
倉
庫

寄
託
約
款
も
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
と
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

2　

義
務
と
責
任

倉
庫
業
者
が
負
う
義
務
と
責
任
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

⑴　

保
管
義
務

倉
庫
業
者
は
、
受
寄
物
を
自
己
の
管
理
す
る
倉
庫
に
保
管
す
る
義
務
を
負
う
。

⑵　

注
意
義
務

倉
庫
業
者
は
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
受
寄
物
を
保
管
す
る
義
務
を
負
う
（
商
法
五
九
三
条
）。
民
法
は
、
無
償
受
寄
者
に
つ
い
て
は
、
自
己

の
財
産
に
対
す
る
の
と
同
一
の
注
意
を
課
す
の
み
で
あ
る
が
、
商
法
は
、
有
償
・
無
償
を
問
わ
ず
、
善
管
注
意
義
務
を
課
し
て
い
る
。
標
準
約
款
は
、
倉

庫
業
者
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
商
法
五
九
三
条
に
よ
っ
て
倉
庫
業
者
が
負
う
善
管
注
意
義
務
を
変
更
し
な
い
趣
旨

と
解
さ
れ
て
い
る）
（
（

。

⑶　

受
寄
物
返
還
義
務

受
寄
者
は
、
受
寄
物
の
保
管
を
し
た
上
で
、
こ
れ
を
寄
託
者
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う）
（
（

。

⑷　

損
害
賠
償
責
任

倉
庫
業
者
は
、
自
己
又
は
そ
の
使
用
人
が
受
寄
物
の
保
管
に
関
し
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
滅
失
・
毀
損
に
つ
き
損
害

賠
償
責
任
を
免
れ
な
い）
（
（

（
商
法
六
一
七
条
）。
し
か
し
、
標
準
約
款
に
お
い
て
は
、
倉
庫
業
者
の
責
任
は
、
自
己
ま
た
は
使
用
人
の
故
意
又
は
重
過
失
の
場
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合
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
、
故
意
・
重
過
失
の
証
明
責
任
は
損
害
賠
償
請
求
者
に
転
嫁
さ
れ
る）
（
（

（
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
三
七
条
）。
さ
ら
に
、
不

可
抗
力
免
責
条
項
が
置
か
れ
て
い
る
（
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
三
九
条
）。

（　

倉
庫
と
保
険

受
寄
物
の
滅
失
・
毀
損
に
関
し
て
倉
庫
業
者
の
責
任
が
問
わ
れ
た
裁
判
例
は
少
な
い
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
滅
失
・
毀
損
の
場
合
、
多
く
の
ケ
ー

ス
で
損
害
が
火
災
保
険
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
上
記
の
通
り
、
倉
庫
業
者
の
免
責
の
範
囲
が
広
い
た
め
、
寄
託
者
と
し
て
は
、
受

寄
物
の
滅
失
・
毀
損
に
つ
き
物
保
険
で
対
処
す
る
必
要
性
が
大
き
い
。
そ
の
た
め
、
倉
庫
寄
託
に
お
い
て
は
、
保
険
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る）
（
（

。
倉
庫
に

寄
託
さ
れ
た
寄
託
物
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
分
類
に
応
じ
て
保
険
が
付
さ
れ
る
。

第
一
に
、
発
券
倉
庫
に
お
い
て
は
、
倉
庫
業
法
一
四
条
に
よ
り
、
倉
庫
業
者
に
付
保
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
非
発
券
倉
庫
に
お
い
て
も
、

一
般
倉
庫
に
つ
い
て
は
、
標
準
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
九
条
一
項
に
よ
り
、
寄
託
者
の
反
対
の
意
思
表
示
が
な
い
限
り
倉
庫
業
者
が
付
保
す
る
。
第
三

に
、
非
発
券
倉
庫
の
冷
蔵
倉
庫
に
つ
い
て
は
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
三
〇
条
一
項
に
よ
り
、
寄
託
者
の
明
示
の
意
思
が
表
示
さ
れ
た
場
合
に
の

み
倉
庫
業
者
が
付
保
す
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
寄
託
者
が
自
ら
付
保
す
る
こ
と
に
な
る
。

上
記
の
保
険
は
、「
火
災
、
落
雷
、
破
裂
ま
た
は
爆
発
」
に
よ
る
損
害
を
填
補
す
る）
（
（

。
そ
の
た
め
、
寄
託
者
が
自
ら
付
保
し
て
い
た
と
し
て
も
、
津
波
に

よ
る
損
害
は
填
補
さ
れ
ず
、
寄
託
者
と
倉
庫
業
者
の
い
ず
れ
が
そ
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

㈡　

第
一
事
件

1　

返
還
義
務
の
履
行
期
の
到
来
─
─
搬
出
申
し
出
の
有
無
─
─

⑴　

争　

点

原
告
は
、
受
寄
物
返
還
義
務
の
遅
滞
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
商
品
価
値
が
失
わ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
返
還
義
務
の
履
行
期
の
到
来
時

期
が
問
題
と
な
る
。

民
法
六
六
二
条
は
「
寄
託
者
は
、
い
つ
で
も
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
寄
託
者
の
返
還
請
求
に
よ
っ
て
受
寄
者
の
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返
還
義
務
の
履
行
期
が
到
来
す
る
。約
款
に
お
い
て
も
、寄
託
者
が
原
則
と
し
て
い
つ
で
も
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
は
変
更
は
な
い
。

従
っ
て
、
返
還
義
務
の
履
行
期
の
到
来
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
原
告
に
よ
る
返
還
請
求
（
本
件
で
は
、「
搬
出
申
し
出
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
有
無
が
問
題

と
な
る
。

⑵　

判　

旨

裁
判
所
は
、
遅
く
と
も
三
月
二
七
日
に
は
原
告
ら
に
よ
る
搬
出
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
。
こ
れ
は
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
る
。

2　

庫
出
の
一
時
拒
否
、
出
庫
の
拒
絶

⑴　

争　

点

標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
で
は
、
一
定
の
場
合
に
倉
庫
業
者
が
引
渡
を
拒
絶
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
保
管
料
等
未
払
い
の
場
合
の
出

庫
の
拒
絶
（
二
二
条
）、
冷
蔵
装
置
の
機
能
に
支
障
あ
る
場
合
の
庫
出
の
一
時
拒
否
（
二
三
条
）、
一
部
の
出
庫
の
拒
絶
（
二
四
条
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

場
合
、
倉
庫
業
者
は
返
還
義
務
を
免
れ
る
。
本
件
で
は
、
二
三
条
、
二
四
条
が
被
告
の
抗
弁
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

判　

旨

「
本
件
倉
庫
の
上
記
経
緯
を
経
て
復
旧
工
事
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
東
日
本
大
震
災
や
こ
れ
に
伴
う
津
波
が
極
め
て
広
範
囲
の
地
域
に
深
刻
な

被
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
本
件
倉
庫
二
階
の
冷
凍
機
能
の
仮
復
旧
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
の
電
気
工
事
の
復
旧
を
優
先
的
に
実
施
し
、
そ

の
上
で
荷
主
に
対
し
て
本
件
倉
庫
二
階
か
ら
の
搬
出
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
す
る
な
ど
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
原
告
ら
の
本
件
倉
庫
に
寄
託
さ
れ
た
冷

凍
魚
の
搬
出
申
出
に
つ
い
て
許
可
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
た
こ
と
は
、
正
に
本
件
寄
託
契
約
が
定
め
る
『
冷
蔵
（
凍
）
装
置
の
機
能
に
支
障
あ
る
と
き
』

に
お
け
る
一
時
拒
否
や
『
必
要
と
認
め
た
と
き
』
と
し
て
の
一
部
拒
絶
と
し
て
、
返
還
義
務
を
免
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
実
際
に
被
告
が
原
告
ら

に
対
し
て
搬
出
申
出
を
許
可
し
た
の
が
同
年
四
月
二
六
日
頃
に
至
っ
た
こ
と
を
捉
え
て
そ
の
寄
託
物
返
還
義
務
を
遅
滞
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」

（　

不
可
抗
力
免
責
条
項

被
告
は
、
寄
託
物
の
毀
損
の
原
因
は
東
日
本
大
震
災
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
津
波
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
約
款
の
不
可
抗
力
免
責
条
項
の
適
用
を
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復旧工事の経緯

2011 年
　（月 11 日

津波の発生。海岸から約 （00 メートルの距離に所在する本件倉庫の周辺地
域において、約 9ないし 10 メートルの高さに達し、本件倉庫の 1階の相当
部分が浸水。被告の使用人は，本件倉庫に隣接する事務所において被災し、
その後の津波を本件倉庫の庇に避難するなどして乗り切った。

　　　12 日 浸水した水が完全に引いていない状態。

　　　1（ 日以降

徐々に水が引いて汚泥が乾いていったものの、津波により国道以外の部分
は大きく浸食されていたほか、本件倉庫周辺には津波により堆積した汚泥
のほか漂流物や瓦礫、複数台のトラックやフォークリフト等が散乱してい
る状態。

　　　2（ 日
大型重機であるタイヤローダーが到着したことから、道路から本件倉庫周
辺までの汚泥や瓦礫、漂流物や自動車、フォークリフトを除去する作業に
着手。

　　　29 日頃

国道から本件倉庫の正面付近までの汚泥、漂流物、自動車、フォークリフ
トを本件倉庫の裏側に寄せるなどする作業が終了し、国道から本件倉庫付
近までの通路が確保され、自動車等によって本件倉庫近辺まで出入りでき
るようになった。
本件倉庫の 1階内は、津波により堆積した汚泥や漂流物、破壊された本件
倉庫内の設備や備品等が散乱、残存している状態であり、本件倉庫内にお
いて多量の荷物の搬出をするためには、更に本件倉庫内の小型重機により
堆積物や漂流物等の除去作業が必要であった。

　（月　1日頃

本件倉庫 2階にある冷蔵庫の冷凍機能を仮復旧させるため、電源等の復旧
作業を開始。
本件倉庫 1階の冷蔵庫の冷凍機能については、電気部分が海水に浸かった
ため仮復旧作業すら行うことができなかった。

　（月　（日 小型重機が到着。

　　　　（日以降 小型重機等を使用して本件倉庫内の堆積物や漂流物等の撤去作業を開始。

　　　11 日 非常用発電機の通電ができる状態に復旧。

　　　20 日 倉庫内の小型重機による撤去工事等が終了。

　　　22 日 倉庫のエレベーターの仮復旧工事が終了。

　　　2（ 日

本件倉庫の 2階冷蔵庫の冷凍機能の仮復旧工事やエレベーターの復旧工事
が終了し、本件倉庫 1階の荷揚げ場付近の整理が終了したことから、本件
倉庫 2階の冷蔵庫内に保管された荷物を搬出することが可能になり、本件
倉庫の冷蔵庫の本格的な復旧工事を開始するためには本件倉庫内の荷物を
いったん搬出する必要があったことから、本件倉庫に寄託している荷主を
集め、説明会を開催。
被告は、本件倉庫 2階に寄託された荷物について、搬出を許可する旨の説
明をした。

説明会の終了後、原告からの搬出申出を受け、被告は、本件倉庫 1階の冷
蔵庫内に保管された冷凍魚について搬出を許可した。

　　　2（ 日以降 X1、X2 は、本件倉庫内に保管されていた冷凍魚を搬出9）。
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主
張
し
て
い
た
。

裁
判
所
は
庫
出
の
一
時
拒
否
、一
部
の
出
庫
の
拒
絶
に
関
す
る
被
告
の
抗
弁
を
認
め
た
の
で
、免
責
約
款
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
判
断
し
て
い
な
い
。

（　

ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
庫
出
の
一
時
拒
否
、
一
部
の
出
庫
の
拒
絶
に
関
す
る
被
告
の
抗
弁
を
認
め
、
第
一
事
件
に
関
す
る
原
告
ら
の
請
求
を
棄

却
し
た
。

㈢　

第
二
事
件

1　

再
寄
託
の
可
否
（
1
）　

承
諾
の
有
無

⑴　

争　

点

民
法
六
五
八
条
一
項
は
、「
受
寄
者
は
、
寄
託
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
寄
託
物
を
使
用
し
、
又
は
第
三
者
に
こ
れ
を
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
規
定
し
、
寄
託
者
の
承
諾
の
な
い
再
寄
託
を
禁
じ
て
い
る）
（（
（

。
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
に
お
い
て
も
、
承
諾
の
な
い
再
寄
託
が
原
則
と
し
て
禁

止
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
に
、
再
寄
託
に
関
し
て
原
告
Ｘ1
の
承
諾
が
あ
っ
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

⑵　

判　

旨

裁
判
所
は
、
原
告
Ｘ1
の
承
諾
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
こ
れ
は
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
る
。

2　

再
寄
託
の
可
否
（
2
）　

や
む
を
得
な
い
事
由

⑴　

争　

点

標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
一
五
条
は
、「
被
告
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
寄
託
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
被
告
の
費
用
で
他
の
倉
庫
業

者
に
寄
託
物
を
再
寄
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
例
外
的
に
再
寄
託
を
許
容
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
第
二
に
、
被
告
に
よ
る
再
寄
託
が
「
や
む

を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

⑵　

判　

旨



二
七
三

民
事
判
例
研
究
（
宮
本
）

裁
判
所
は
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
」
の
判
断
基
準
を
以
下
の
通
り
述
べ
た
。「
寄
託
契
約
は
寄
託
者
と
受
寄
者
と
の
間
の
人
的
信
頼
関
係

に
基
づ
く
継
続
的
契
約
で
あ
る
と
こ
ろ
、
寄
託
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
受
寄
者
が
再
寄
託
で
き
る
場
合
に
あ
た
る
か
否
か
は
、
寄
託
者
が
寄
託
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
っ
た
困
難
性
の
ほ
か
、
寄
託
者
の
承
諾
を
得
た
り
、
受
寄
物
を
返
還
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
に

あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
点
も
考
慮
し
て
判
断
す
る
の
が
相
当
と
解
さ
れ
る
。」

そ
の
上
で
、「
本
件
倉
庫
の
冷
凍
魚
が
満
杯
で
あ
っ
た
と
か
、
入
庫
を
依
頼
さ
れ
た
冷
凍
魚
の
保
管
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
」、
ま
た
、「
被
告
が
原
告
Ｘ1
か
ら
の
寄
託
依
頼
に
対
し
て
拒
絶
す
る
は
可
能
で
あ
る
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
し
、
少
な
く
と
も
、

…
…
電
話
等
を
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の
承
諾
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
す
る
と
、
寄
託
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と

が
困
難
な
状
態
で
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
」
に
あ
た
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

（　

不
可
抗
力
免
責
条
項
の
適
用
の
可
否

⑴　

争　

点

被
告
は
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
三
九
条
が
規
定
す
る
不
可
抗
力
免
責
条
項
の
適
用
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
再
寄
託
さ
れ
た
受
寄
物

に
関
し
て
不
可
抗
力
免
責
条
項
の
適
用
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。

⑵　

判　

旨

「
証
拠
（
乙
1
）
に
よ
れ
ば
、
本
件
寄
託
契
約
に
お
け
る
免
責
約
款
は
、
承
諾
が
あ
る
再
寄
託
や
『
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
』
に
適
用
が
あ
る

旨
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
…
…
被
告
の
組
合
倉
庫
へ
の
再
寄
託
は
、
原
告
Ｘ1
の
承
諾
を
得
ず
、
か
つ
、『
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
』
に
該
当
し
な

い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
同
免
責
約
款
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
原
告
Ｘ1
の
承
諾
を
得
な
い
再
寄
託
を
す
る
こ
と
自
体
が
、
本
件
寄
託
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
同
義
務

違
反
が
被
告
の
重
過
失
に
よ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
被
告
が
組
合
倉
庫
に
再
寄
託
を
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
、
再
寄
託
し
た
原
告
Ｘ1
の
冷
凍
魚
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
場
合
で
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四

あ
っ
て
も
、
被
告
が
同
損
害
の
賠
償
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

（　

ま
と
め

以
上
よ
り
、
裁
判
所
は
、
原
告
Ｘ1
の
被
告
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
。

【
評
　
釈
】

㈠　

一
部
の
出
庫
の
拒
絶
（
二
四
条
）
に
つ
い
て

1　

標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
四
条
の
趣
旨
・
適
用
範
囲

標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
四
条
は
、
倉
庫
業
者
に
一
部
の
出
庫
の
請
求
に
対
し
て
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
権
利
を
留
保
す
る
も

の
で
あ
る
。
標
準
約
款
の
解
説
に
お
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
は
、
一
部
の
出
庫
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
全
部
出
庫
と
相
当
異
な
る
も
の
と

な
る
こ
と
が
あ
る
た
め
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
適
用
が
予
想
さ
れ
る
例
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
①
種
類
及
び
品

質
の
不
均
一
な
受
寄
物
の
う
ち
高
価
品
の
み
の
出
庫
、
特
定
の
物
の
出
庫
な
ど
。
こ
の
場
合
、
保
管
料
等
の
債
権
を
担
保
す
る
留
置
権
の

効
力
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
高
価
品
の
み
を
出
庫
す
れ
ば
、
残
存
部
分
に
つ
い
て
寄
託
価
額
が
安
価
す
ぎ
る
と
い
う
問
題
が
生

じ
る
。
②
留
置
権
の
不
可
分
性
を
確
認
し
た
。
③
極
め
て
少
量
の
寄
託
物
を
残
し
て
一
部
出
庫
を
す
る
と
、
残
り
の
受
寄
物
の
引
取
り
が

な
さ
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
④
一
部
出
庫
に
著
し
い
手
数
を
要
す
る
場
合
お
よ
び
一
部
出
庫
後
の
貨
物
の
整
理
に
困
難
を
生
じ
る

場
合
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
以
下
の
よ
う
に
適
用
範
囲
を
制
限
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
本
条
は
、
倉
庫
業
者
に
受
寄
物
の
一
部
出
庫
を
拒
絶
す
る

こ
と
の
必
要
性
を
認
定
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
の
で
極
め
て
抽
象
的
な
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
、
前
述
の
よ
う
に
弊
害
の
あ
る
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一
部
出
庫
を
拒
絶
し
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
倉
庫
業
者
は
前
記
四
の
事
例
に
お
い
て
は
権
利
の
濫
用
に
な
ら
な

い
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
権
利
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
、
一
部
出
庫
に
著
し
い
手
数
を
要
し
、
ま
た
は
事
後
の
整
理
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
事
情
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。」「
本
条
に
よ
り
倉
庫
業
者
が
一
部
出
庫
を
拒
絶
す
る
場
合
に
つ
い
て
限
定

的
に
列
挙
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
が
、
技
術
的
に
困
難
な
の
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
条
に
拒
絶
事
由
が
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
以
て
、
本
条
の
援
用
は
無
制
限
に
で
き
る
と
解
す
る
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

2　

判
決
の
評
価

本
件
に
お
い
て
一
部
の
出
庫
の
拒
絶
に
関
す
る
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
四
条
を
適
用
し
た
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
本
件
に
お
い
て
被
告
が
搬
出
を
拒
絶
し
た
の
は
、
倉
庫
の
復
旧
の
た
め
で
あ
り
、
搬
出
の
申
出
が
寄
託
物
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
着

目
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
寄
託
者
の
寄
託
物
が
す
べ
て
一
階
に
あ
り
、全
部
の
出
庫
を
請
求
し
た
と
す
る
と
、

標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
四
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
た
ま
た
ま
受
寄
物
が
二
階
に
も
保
管
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
一
階
の
寄
託

物
に
つ
い
て
倉
庫
業
者
が
返
還
義
務
を
免
れ
、二
階
に
は
受
寄
物
が
な
く
全
部
の
搬
出
を
求
め
た
場
合
に
は
返
還
義
務
を
免
れ
な
い
の
は
、

倉
庫
の
復
旧
の
た
め
の
拒
絶
と
い
う
観
点
か
ら
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
均
衡
を
失
し
不
当
で
あ
る
。

㈡　

庫
出
の
一
時
拒
絶
（
二
三
条
）
に
つ
い
て

1　

標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
三
条
の
趣
旨
・
適
用
範
囲

標
準
約
款
の
解
説
に
お
い
て
は
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
二
三
条
の
趣
旨
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
冷
蔵
（
凍
）
装
置
の

機
能
が
…
…
支
障
を
生
じ
た
場
合
に
、
通
常
の
状
態
で
は
、
冷
蔵
庫
の
温
度
は
、
そ
の
扉
を
開
閉
し
な
い
か
ぎ
り
、
一
定
時
間
は
保
た
れ
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る
」。「
こ
の
間
に
、
適
宜
の
処
置
を
す
る
か
ま
た
は
再
寄
託
の
方
法
を
と
れ
ば
、
受
寄
物
に
与
え
る
損
害
は
比
較
的
少
な
く
て
す
む
こ
と

が
多
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
人
の
寄
託
者
の
要
求
に
よ
り
、
冷
蔵
室
の
扉
を
開
閉
す
る
と
、
そ
の
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
他

の
受
寄
物
は
滅
失
ま
た
は
損
傷
さ
れ
る
可
能
性
が
強
い
。
本
条
は
、
…
…
受
寄
物
全
体
を
最
も
安
全
に
保
管
す
る
た
め
、
一
人
の
寄
託
者

の
寄
託
物
返
還
請
求
権
を
制
限
す
る
旨
の
特
約
」
で
あ
る）（（
（

。

2　

判
決
の
評
価

冷
蔵
装
置
の
機
能
が
停
止
し
た
冷
蔵
倉
庫
の
密
閉
性
を
維
持
す
る
こ
と
で
受
寄
物
の
品
質
を
保
つ
こ
と
が
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款

（
乙
）
二
三
条
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
か
ら
は
、
本
件
は
直
接
に
適
用
が
想
定
さ
れ
る
事
案
で
は
な
い
。
本
件
で
は
、
返
還
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
寄
託
物
は
倉
庫
の
一
階
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
一
階
部
分
は
、
津
浪
の
被
害
に
よ
り
扉
が
破
壊
さ
れ
、
す
で
に
密
閉
性
は

破
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
庫
出
を
拒
絶
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
受
寄
物
の
品
質
は
保
た
れ
な
い
。
ま
た
、
一
階
に
保
管
さ
れ
て
い
る
受

寄
物
を
搬
出
し
て
も
、
二
階
部
分
の
密
閉
性
は
破
ら
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
一
階
に
保
管
さ
れ
て
い
る
受
寄
物
の
搬
出
作
業
を
行
う
こ
と
が
、
二
階
部
分
の
冷
蔵
装
置
の
復
旧
作
業
の
妨
げ
に
な
る
と

い
う
関
係
に
あ
る
。
本
件
倉
庫
全
体
で
考
え
た
場
合
、
二
階
部
分
に
保
管
さ
れ
未
だ
被
害
を
受
け
て
い
な
い
受
寄
物
の
品
質
を
保
ち
、
受

寄
物
全
体
を
最
も
安
全
に
保
管
す
る
た
め
、
一
階
部
分
に
保
管
さ
れ
て
い
る
受
寄
物
の
搬
出
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
規
定
の
趣
旨
に
合
致

す
る
。
従
っ
て
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
三
条
の
適
用
は
妥
当
で
あ
る
。

た
だ
し
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
三
条
に
よ
る
庫
出
の
拒
絶
が
い
つ
ま
で
可
能
か
は
疑
問
が
あ
る
。
冷
蔵
機
能
の
回
復
時

期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
四
月
一
一
日
に
非
常
用
発
電
機
の
通
電
が
で
き
る
状
態
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
さ
ほ
ど
時
間

を
置
か
ず
に
回
復
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
冷
蔵
機
能
の
回
復
以
降
は
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
三
条
に
よ
る
拒
絶
は



二
七
七

民
事
判
例
研
究
（
宮
本
）

認
め
ら
れ
ず
、
被
告
は
返
還
義
務
の
履
行
遅
滞
に
陥
る
。

こ
の
よ
う
に
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
三
条
の
適
用
を
一
部
否
定
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
被
告
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
う

べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
被
災
に
よ
っ
て
受
寄
物
の
返
還
が
困
難
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
被
災
し
た
倉
庫

業
者
の
置
か
れ
た
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
被
告
の
責
任
を
判
断
す
る
に
は
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
三
条

で
は
な
く
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
三
七
条
の
重
過
失
の
枠
組
の
方
が
望
ま
し
い）（（
（

。
被
告
か
ら
は
、
荷
崩
れ
の
危
険
が
あ
り
搬

出
を
許
可
で
き
な
い
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
は
倉
庫
業
者
が
返
還
を
拒
絶
す
る
理
由
と
し
て
は
正
当
な
も
の

で
あ
る
が
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
二
三
条
で
は
汲
み
取
れ
な
い
。

以
上
か
ら
、
第
一
事
件
の
請
求
を
棄
却
し
た
本
件
判
決
の
結
論
は
正
当
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
付
け
は
不
当
で
あ
る）（（
（

。

㈢　

再
寄
託
の
例
外
─
─
や
む
を
得
な
い
事
由
─
─

標
準
約
款
の
解
説
に
お
い
て
も
、学
説
に
お
い
て
も
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
と
は
、自
己
の
倉
庫
が
満
庫
で
あ
る
と
き
」な
ど
で
あ
る
等
、

保
管
の
困
難
性
の
み
が
述
べ
ら
れ
る
。
判
旨
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
寄
託
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
、
受
寄
物
を
返
還
す
る
こ
と
の
困
難
性

に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い）（（
（

。

し
か
し
、「
寄
託
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
再
寄
託
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
」
こ
と
か
ら
、「
承
諾
な
し
に
再
寄
託
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
の
は
、
自
己
の
倉
庫
が
災
害
を
受
け
た
り
し
て
緊
急
の
必
要
性
が
発
生
し
た
と
き
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
も
の
が
あ
る）（（
（

。
こ

の
よ
う
な
実
態
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
判
決
の
解
釈
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
倉
庫
は
満
杯
で
は
な
い
と
認
定
し
て
い
る
の
で
、

承
諾
を
得
る
こ
と
の
困
難
性
を
要
求
し
な
く
て
も
、
結
論
は
変
わ
ら
な
い
。
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㈣　

不
可
抗
力
免
責
条
項
の
適
用

1　

問
題
点

判
旨
は
、本
件
に
お
い
て
不
可
抗
力
免
責
条
項
を
適
用
し
な
い
理
由
と
し
て
、二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
は
、証
拠
（
乙１
）
に
よ
れ
ば
、

本
件
寄
託
契
約
に
お
け
る
免
責
約
款
が
、
承
諾
が
あ
る
再
寄
託
や
「
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
」
に
適
用
が
あ
る
旨
定
め
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
承
諾
を
得
な
い
再
寄
託
を
す
る
こ
と
自
体
が
，
本
件
寄
託
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
り
、
少

な
く
と
も
同
義
務
違
反
が
被
告
の
重
過
失
に
よ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

事
件
記
録
に
よ
る
と
、
第
一
の
理
由
が
指
摘
す
る
証
拠
（
乙１
）
は
、
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
標
準
冷
蔵

倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
に
は
、
第
一
の
理
由
が
指
摘
す
る
よ
う
な
限
定
を
す
る
規
定
は
な
い
。
従
っ
て
、
第
一
の
理
由
は
、
根
拠
と
し
て

は
不
適
当
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
判
旨
が
指
摘
す
る
重
過
失
は
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
三
七
条
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ

こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
不
可
抗
力
免
責
条
項
（
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
三
九
条
）
と
は
異
な
る
条
項
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
判
旨
を

ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

2　

再
寄
託
と
倉
庫
業
者
の
責
任

再
寄
託
さ
れ
た
受
寄
物
が
滅
失
・
毀
損
し
た
場
合
の
倉
庫
業
者
の
責
任
は
、
三
つ
の
場
面
に
分
け
ら
れ
る
。
①
寄
託
者
の
承
諾
を
得
た

場
合
、
②
約
款
の
例
外
規
定
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
の
再
寄
託
、
③
寄
託
者
の
承
諾
な
く
、
や
む
を
得
な
い
事
由
も
な
い
場
合
の
再

寄
託
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
③
に
つ
い
て
は
、
明
文
の
規
定
が
な
い）（（
（

。

③
の
場
合
、
再
寄
託
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
直
接
の
原
因
に
つ
い
て
受
寄
者
に
過
失
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
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再
寄
託
を
行
っ
た
こ
と
自
体
を
過
失
に
よ
る
義
務
違
反
と
し
て
、
賠
償
責
任
を
負
う
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

（　

不
可
抗
力
免
責
条
項
と
の
関
係

免
責
条
項
に
は
、
法
的
に
は
特
段
の
意
味
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
不
可
抗
力
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
通
常
は
重
過
失
が
な
い
こ
と）（（
（

で
あ
る
。
第
二
に
、
不
可
抗
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
地
震
等
に
対
す
る
備
え
や
事
後

の
対
応
に
重
過
失
が
あ
れ
ば
責
任
を
負
う
こ
と）（（
（

で
あ
る
。
こ
の
二
点
か
ら
、
責
任
の
発
生
に
は
損
害
の
発
生
が
不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
否
か
は
無
関
係
で
、
重
過
失
の
有
無
の
み
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
学
説
上
も
、
約
款
の
解
説
に
お
い
て
も
、
不
可
抗
力
免

責
条
項
は
確
認
的
規
定
で
あ
り
、
法
的
に
は
意
味
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

従
っ
て
、
不
可
抗
力
免
責
条
項
が
置
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
受
寄
者
は
無
断
で
再
寄
託
を
行
っ
た
こ
と
自
体
を
過
失
に
よ
る
義
務
違

反
と
し
て
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
う
③
の
場
合
の
上
記
の
解
釈
に
影
響
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
承
諾
を
得
な
い
再
寄
託
を
す

る
こ
と
自
体
が
重
過
失
に
よ
る
義
務
違
反
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
判
旨
は
妥
当
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
責
任

が
肯
定
さ
れ
る
か
は
疑
問
が
あ
る
。
再
寄
託
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
倉
庫
一
階
で
一
部
は
滅
失
・
毀
損
し
た
可
能
性
は
あ
り
、

因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
を
別
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

【
ま
と
め
】

本
件
は
、
津
浪
に
よ
っ
て
被
災
し
た
倉
庫
に
預
け
ら
れ
て
い
た
受
寄
物
に
関
す
る
倉
庫
業
者
の
倉
庫
寄
託
契
約
上
の
責
任
が
問
題
と

な
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
単
に
不
可
抗
力
を
契
機
と
し
て
受
寄
物
の
滅
失
・
損
傷
が
生
じ
た
と
い

う
で
は
な
く
、
倉
庫
業
者
と
そ
の
使
用
人
も
被
災
し
、
復
旧
に
向
け
た
作
業
に
動
員
で
き
る
人
的
・
物
的
リ
ソ
ー
ス
は
限
ら
れ
る
こ
と
が
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問
題
と
な
る
。
他
方
で
、
冷
蔵
倉
庫
の
場
合
、
地
震
に
伴
う
津
浪
や
停
電
で
冷
蔵
機
能
が
停
止
す
る
と
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
受
寄
物

の
毀
損
が
進
む
。
そ
の
た
め
、
寄
託
者
と
し
て
は
い
ち
早
く
受
寄
物
の
返
還
を
受
け
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
限

ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

無
断
再
寄
託
時
の
倉
庫
業
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
無
断
で
再
寄
託
を
し
た
こ
と
自
体
を
義
務
違
反
と
捉
え
て
直
ち
に
責
任
を
肯
定
す

る
見
解
が
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
無
断
再
寄
託
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
受
寄
物
の
滅
失
、
損
傷
が

発
生
し
な
い
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。本
件
の
よ
う
な
大
規
模
災
害
時
に
お
い
て
は
、仮
に
無
断
再
寄
託
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
本
来
受
寄
物
が
蔵
置
さ
れ
る
べ
き
倉
庫
も
被
災
し
、
受
寄
物
が
滅
失
、
損
傷
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
場
合

に
は
、
直
ち
に
倉
庫
業
者
の
責
任
を
肯
定
し
て
も
よ
い
の
か
、
疑
問
が
残
る
。

ま
た
、
普
通
倉
庫
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
保
管
し
て
い
た
受
寄
物
の
管
理
と
同
時
に
、
災
害
支
援
物
資
の
保
管
を
行
う
こ
と
も
要
請

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
れ
ま
で
の
寄
託
者
の
要
望
と
、
災
害
支
援
物
資
保
管
の
要
請
の
間
で
、
板
挟
み
に
な
る）（（
（

。

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
倉
庫
業
者
の
義
務
と
責
任
に
つ
い
て
は
、
未
解
決
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）
標
準
約
款
に
は
、
倉
庫
の
営
業
形
態
に
応
じ
て
数
種
の
も
の
が
あ
る
。
一
般
倉
庫
の
中
で
発
券
倉
庫
業
者
向
け
の
も
の
と
し
て
標
準
倉
庫
寄
託

約
款
（
甲
）
が
、
一
般
倉
庫
の
中
で
非
発
券
倉
庫
業
者
向
け
の
も
の
と
し
て
標
準
倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
が
、
冷
蔵
・
冷
凍
倉
庫
の
中
で
発
券
倉

庫
業
者
向
け
の
も
の
と
し
て
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
（
甲
）
が
、
冷
蔵
・
冷
凍
倉
庫
の
中
で
非
発
券
倉
庫
業
者
向
け
の
も
の
と
し
て
標
準
冷
蔵

倉
庫
寄
託
約
款
（
乙
）
が
、
ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム
業
者
向
け
の
も
の
と
し
て
標
準
ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
約
款
が
あ
る
。

（
2
）
小
塚
荘
一
郎
「
倉
庫
業
者
と
運
送
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
責
任
」『
落
合
誠
一
先
生
還
暦
記
念
商
事
法
へ
の
提
言
』（
商
事
法
務
、

二
〇
〇
四
年
）
六
六
七
頁
。

（
（
）
小
塚
・
前
掲
注（
2
）六
六
九
頁
。



二
八
一

民
事
判
例
研
究
（
宮
本
）

（
（
）
寄
託
物
の
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
寄
託
者
の
寄
託
物
返
還
請
求
の
意
思
表
示
の
中
に
解
約
告
知
の
意
思
表
示
が
含
ま
れ
る
と
考
え
、

そ
の
告
知
に
よ
る
終
了
に
よ
り
返
還
義
務
が
発
生
す
る
と
解
釈
し
て
い
る
（
末
弘
厳
太
郎
『
債
権
各
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
二
〇
年
）
八
〇
五
頁
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
、「
寄
託
物
の
保
管
義
務
と
返
還
義
務
は
、
い
ず
れ
も
寄
託
契
約
の
本
質
的
債
務
で
あ

り
、
返
還
義
務
は
寄
託
契
約
の
終
了
の
効
果
で
は
な
い
。
む
し
ろ
返
還
義
務
の
履
行
完
了
に
よ
っ
て
寄
託
契
約
が
終
了
す
る
と
捉
え
る
の
が
適
切

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
え
る
」
と
し
た
（
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ
─
各
種
の
契
約
（
2
）』

（
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
六
頁
。
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
谷
口
聡
「
寄
託
契
約
の
本
質
的
要
素
と
返
還
義
務
」
産
業
研
究

四
九
巻
一
号
三
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）
三
二
頁
）。
も
っ
と
も
、
返
還
請
求
権
が
寄
託
契
約
上
の
債
権
で
あ
っ
て
、
寄
託
物
の
所
有
権
を
基
礎
と
す

る
物
上
請
求
権
で
は
な
い
こ
と
に
は
争
い
は
な
い
（
末
弘
・
前
掲
注（
（
）七
九
六
頁
）。
上
記
の
見
解
の
対
立
は
、
寄
託
契
約
の
終
了
時
期
に
関
す

る
も
の
と
言
え
る
。

（
（
）
こ
の
よ
う
な
証
明
責
任
の
分
配
は
、
債
務
不
履
行
に
関
す
る
民
法
四
一
五
条
の
解
釈
と
合
致
す
る
も
の
で
、
注
意
的
規
定
と
解
釈
さ
れ
る
（
大

住
達
雄
『
倉
庫
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
一
年
）
二
六
頁
）。
標
準
約
款
の
解
説
も
、
同
様
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
（
塩
田
澄
夫
『
倉
庫
寄
託
約

款
の
解
説
』（
交
通
出
版
社
、
一
九
六
一
年
）
二
〇
一
頁
）。

（
（
）
塩
田
・
前
掲
注（
（
）一
九
四
─
一
九
五
頁
。
そ
の
趣
旨
は
、
①
倉
庫
営
業
者
の
寄
託
物
検
査
権
は
限
定
さ
れ
、
他
方
で
、
寄
託
者
に
は
点
検
・

保
存
行
為
が
許
容
さ
れ
て
お
り
、
受
寄
物
の
保
管
管
理
の
状
態
に
つ
い
て
常
に
知
り
う
る
地
位
に
あ
る
こ
と
、
②
保
管
料
の
低
廉
化
の
要
請
が
あ

る
こ
と
、
③
従
来
の
実
務
上
の
取
扱
い
に
合
致
す
る
こ
と
、
④
寄
託
者
が
企
業
で
あ
り
取
引
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

（
（
）
江
頭
憲
治
郎
『
商
取
引
法
〔
第
（
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
七
〇
─
三
七
一
頁
。

（
（
）
「
実
務
上
は
火
災
保
険
普
通
保
険
約
款
（
倉
庫
物
件
用
）
お
よ
び
倉
庫
特
約
に
基
づ
く
保
険
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
火
災
、
落
雷
、

破
裂
ま
た
は
爆
発
に
よ
り
受
寄
物
に
生
じ
た
損
害
が
担
保
さ
れ
る
」（
小
塚
・
前
掲
注（
2
）六
七
一
頁
）。

（
9
）
本
件
で
は
、
四
月
、
五
月
の
搬
出
は
原
告
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
本
件
約
款
に
よ
れ
ば
、「
庫
出
そ
の
他
の
作
業
は
、
す
べ
て
被
告
が
行
う
」

（
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
三
条
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
た
だ
し
、
被
告
が
特
に
承
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
さ
れ
て
お

り
（
三
条
た
だ
し
書
）、
本
件
で
は
、
被
告
は
二
階
部
分
の
復
旧
に
向
け
た
作
業
の
た
め
に
人
的
・
物
的
余
力
が
な
か
っ
た
た
め
、
自
ら
作
業
を
行

わ
ず
、
原
告
に
よ
る
搬
出
を
許
可
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
10
）
再
寄
託
が
禁
じ
ら
れ
る
の
は
、
倉
庫
業
者
の
資
力
・
信
用
や
倉
庫
の
所
在
場
所
・
設
備
等
が
倉
庫
寄
託
契
約
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら



二
八
二

れ
、
誰
が
保
管
を
す
る
か
は
寄
託
物
の
安
全
に
つ
い
て
重
大
な
関
係
を
有
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
末
弘
・
前
掲
注（
（
）一
九
〇
頁
、
石

井
照
久
＝
鴻
常
夫
『
商
行
為
法
（
商
法
Ⅴ
）』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
八
年
）
一
九
七
頁
）。

（
11
）
塩
田
・
前
掲
注（
（
）一
三
四
─
一
三
六
頁
。

（
12
）
塩
田
・
前
掲
注（
（
）一
三
三
頁
。

（
1（
）
標
準
約
款
の
解
説
は
、
庫
出
を
一
時
拒
絶
し
う
る
場
合
に
倉
庫
業
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
か
否
か
は
、「
い
か
な
る
事
由
に
よ
り
冷
蔵
（
凍
）

装
置
の
機
能
に
支
障
を
生
じ
た
か
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
冷
蔵
倉
庫
業
者
に
故
意
ま
た
は
重
過
失
が
な
い
限

り
寄
託
者
…
…
が
庫
出
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
お
り
（
塩
田
・
前
掲
注

（
（
）一
三
四
頁
）、
庫
出
の
拒
絶
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
重
過
失
の
判
断
は
必
要
と
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
滅
失
、
損
傷
に
よ
る
損
害
賠
償

責
任
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
か
ら
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
三
七
条
を
問
題
に
し
た
方
が
直
截
的
で
あ
ろ
う
。

（
1（
）
標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
三
七
条
の
重
過
失
に
よ
っ
て
責
任
の
有
無
を
判
断
す
る
場
合
、標
準
冷
蔵
倉
庫
寄
託
約
款
二
三
条
に
該
当
す
る
事
情
は
、

受
寄
物
の
滅
失
、
損
傷
に
関
す
る
倉
庫
業
者
の
重
過
失
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
に
関
す
る
一
要
素
と
な
ろ
う
。
標
準
約
款
の
解
説
は
、
標
準
冷

蔵
倉
庫
寄
託
約
款
三
七
条
に
よ
る
責
任
を
追
及
す
る
場
合
、
寄
託
者
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
受
寄
物
の
滅
失
、
損
傷
そ
の
他
の

事
由
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
こ
と
、お
よ
び
、そ
の
損
害
が
倉
庫
業
者
ま
た
は
そ
の
使
用
人
の
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
の
、

二
点
で
あ
る
と
す
る
（
塩
田
・
前
掲
注（
（
）一
九
五
頁
）。

（
1（
）
塩
田
・
前
掲
注（
（
）七
四
頁
、来
栖
三
郎
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
、一
九
七
四
年
）
五
九
六
頁
。
鳩
山
秀
夫
『
日
本
債
権
法
各
論
下
巻
』（
岩
波
書
店
、

一
九
二
四
年
）
六
四
四
頁
は
、
民
法
の
解
釈
と
し
て
、
受
寄
者
が
自
ら
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
す
、
か
つ
、
寄
託
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
に
寄

託
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
も
受
寄
物
を
返
還
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
場
合
に
は
、
寄
託
者
の
承
諾
な
く
再
寄
託
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
本
判
決
の

約
款
解
釈
と
同
様
の
解
釈
で
あ
る
。

（
1（
）
来
栖
・
前
掲
注（
1（
）五
九
六
頁
。

（
1（
）
①
寄
託
者
の
承
諾
を
得
て
再
寄
託
し
た
場
合
に
は
、
民
法
六
五
八
条
二
項
が
準
用
す
る
一
〇
五
条
に
よ
り
、
代
理
人
を
選
任
し
た
代
理
人
の
責

任
と
同
じ
く
、
選
任
及
び
監
督
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
②
約
款
の
例
外
規
定
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
の
再
寄
託
に
つ
い
て
は
、
約
款
三
八

条
が
、「
当
会
社
は
、
第
一
八
条
に
よ
り
他
の
倉
庫
業
者
に
受
寄
物
を
再
寄
託
し
た
と
き
に
お
い
て
も
、
こ
の
約
款
に
よ
っ
て
、
そ
の
受
寄
物
に
関

し
て
責
任
を
負
う
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
約
款
三
七
条
の
原
則
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
（
塩
田
前
掲
注（
（
）二
一
〇
頁
、
小
塚
・
前



二
八
三

民
事
判
例
研
究
（
宮
本
）

掲
注（
2
）六
七
三
頁
）。

（
1（
）
末
弘
・
前
掲
注（
（
）一
九
〇
頁
、
吾
孫
子
勝
『
寄
託
契
約
論
』（
吾
孫
子
勝
、
一
九
一
九
年
）
一
八
六
頁
。
寄
託
契
約
に
限
ら
な
い
債
務
不
履

行
一
般
に
関
し
て
、
義
務
者
が
自
ら
履
行
を
為
す
べ
き
義
務
を
負
い
他
人
を
使
用
す
る
権
利
の
な
い
場
合
に
補
助
者
又
は
代
用
者
を
使
用
し
た
と

き
は
、
そ
れ
自
体
が
過
失
に
よ
る
義
務
違
反
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
切
の
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
こ
の
責
任
は
他
人
の
過

失
に
対
す
る
責
任
で
は
な
く
、
自
己
の
過
失
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
（
岡
松
参
太
郎
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
一
六
年
）

四
五
四
頁
）。

（
19
）
小
塚
・
前
掲
注（
2
）六
七
〇
頁
。

（
20
）
塩
田
・
前
掲
注（
（
）二
一
四
─
二
一
五
頁
。
函
館
控
判
明
治
四
二
年
一
〇
月
六
日
法
律
新
聞
六
〇
〇
号
一
四
頁
は
、
倉
庫
営
業
者
の
責
任
を
「
雨

漏
窃
盗
紛
失
」
の
場
合
に
限
定
し
、「
天
災
事
変
強
盗
其
他
抗
拒
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
厄
災
ニ
ヨ
リ
又
ハ
鼠
喰
虫
入
其
他
寄
託
物
ノ
性
質
気
候
ノ
変
遷
」

よ
り
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
旨
の
特
約
の
解
釈
と
し
て
、「
雨
漏
窃
盗
紛
失
」
の
場
合
に
は
、
倉
庫
業
者
は
受
寄
物
の
保
管
に

関
し
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
責
任
を
負
い
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
寄
託
者
が
倉
庫
営
業
者
に
過
失
あ
る
こ
と
を
証
明

し
な
け
れ
ば
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
。

（
21
）
塩
田
・
前
掲
注（
（
）二
一
二
─
二
一
五
頁
、
石
井
＝
鴻
・
前
掲
注（
10
）二
〇
一
頁
、
小
塚
・
前
掲
注（
2
）六
七
〇
─
七
一
頁
。

（
22
）
東
北
倉
庫
協
会
連
合
会
編
『
東
日
本
大
震
災
被
害
者
等
の
記
録
』（
東
北
倉
庫
協
会
連
合
会
、
二
〇
一
二
年
）。

（
本
学
法
学
部
准
教
授
）


